
「こども誰でも通園制度」の制度拡充等を求める意見書 

 

「こども誰でも通園制度」は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備

するとともに、全ての子育て家庭に向けて、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形で

の支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔

軟に利用できる新たな通園給付制度です。 

地域の実情に合わせた速やかな制度の導入に加え、育児と多様な働き方やライフスタイルの両

立の推進と子どもの安全のために、以下の事項についての特段の取組を求めます。 

 

記 

 

１ 保育士等の業務負担の軽減と給与を含む処遇改善の支援を実施すること 

 

２ 自治体によって一人当たりの利用時間の上限を増やせるようにすること 

試行的事業では、補助基準上の一人当たり利用時間の上限は１０時間としていますが、それ

ぞれの自治体における乳幼児数や地理的特性によって、利用時間のニーズにバラつきが生じる

ことが想定されます。こうした中、全国の市町村で実施する給付制度とすることを前提としな

がら、自治体によって地域差が生じることについてどのように考えるのか、といった論点も含

め、利用時間の在り方について検討すること。 

 

３ 障害児や医療的ケア児の支援を充実すること 

障害児や医療的ケア児とその家族を支援する観点や保護者の事情により、通園ができない乳

幼児についても家庭とは異なる経験や家族以外と関わる機会を創出する観点から、こども誰で

も通園制度においても障害児や医療的ケア児の支援を充実すること。 

 

４ 重層的な見守り機能が発揮されるような制度設計とすること 

「こども誰でも通園制度」を地域資源の一つとして整備し、「こども誰でも通園制度」と合

わせて、地域に多様な子育て支援サービスを整え、潜在的待機児童の解消も視野に入れた重層

的な見守り機能が発揮されるような制度設計とすること。 

 

以上、地方自治法第９９条に基づき意見書を提出します。 
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